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平成３０年度定期監査の結果について 

 

  平成３０年度の定期監査を地方自治法第１９９条第４項の規定により

実施したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。 
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１  監査の期間  

前期  平成３０年  ６月２８日から平成３０年  ８月  ６日まで  

後期  平成３０年１０月  ９日から平成３０年１０月３１日まで  

 

２  監査の対象  

平成２９年度中津川市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事

業の管理と平成２９年度の現況について次の部・課等の監査を行った。 

■市長公室  

■政策推進部  

 政策推進課・広報広聴課  

■総務部  

人事課・行政管理課・情報政策課  

■財務部  

財政課・資産経営課・税務課・収納管理室  

  ■定住推進部  

定住推進課・市民協働課・山口総合事務所・坂下総合事務所・川上

総合事務所・加子母総合事務所・付知総合事務所・福岡総合事務所・

蛭川総合事務所・中津事務所・苗木事務所・坂本事務所・落合事務

所・阿木事務所・神坂事務所  

■健康福祉部  

障害援護課・福祉相談室・高齢支援課・介護保険室・国民健康保険

課・健康医療課・健康寿命対策室・地域総合医療センター・国保阿

木診療所・国保蛭川診療所・国保川上診療所・国保加子母歯科診療所  

■生活環境部  

市民課・環境施設建設推進室・防災安全課・消費生活相談室・環境

政策課・環境センター・衛生センター・恵北衛生センター  

■農林部  

   農業振興課・有害鳥獣対策室・家畜診療所・林業振興課・農林整備課  

  ■商工観光部  

工業振興課・企業誘致推進室・商業振興課・観光課  
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■文化スポ－ツ部  

生涯学習スポーツ課・中央公民館・図書館・蛭川済美図書館・文化

振興課・鉱物博物館  

  ■リニア都市政策部  

   リニア対策課・リニア推進坂本事務所・都市計画課・リニア駅周辺

整備課  

■基盤整備部  

建設課・用地課・管理課・地籍調査室 ・建築住宅課・福岡基盤整備課  

■水道部  

水道課・下水道課・水道経営課・浄化管理センター  

■中津川市民病院・国保坂下病院・坂下老人保健施設  

■消防本部〈中消防署（坂下分署）・西消防署（蛭川分署）・北消防

署（加子母分署）含む。〉  

  ■会計課  

■教育委員会事務局  

教育企画課・施設計画推進室・学校教育課・教育研修所・幼児教育

課・子育て政策室・発達支援センター・子育て支援センター・阿木

高等学校・神坂中学校・坂下中学校・福岡中学校・蛭川中学校・神

坂小学校・山口小学校・坂下小学校・川上小学校・福岡小学校・高

山小学校・蛭川小学校・神坂幼稚園・山口幼稚園・一色保育園・落

合保育園・坂下保育園・川上保育園・蛭川保育園  

■議会事務局  

■農業委員会事務局  

■監査委員事務局  
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３  監査の範囲及び方法  

（１）  範  囲  

各部課における収入、支出、契約、現金の出納保管、財産管理等の事務の執行に

ついて、合法性・正確性、支出の経済性・効率性、事務運営の合理性・健全性等の

観点から監査を行った。 

 

（２） 方 法 

事前に提出された監査資料に基づき、関係職員から事務・事業の概要、執行状況、

本年度の重点目標、課題等について説明を受け、質疑を行い、必要に応じ関係書類

を点検し、併せて収入・支出のうち重要性が大きいと思われる事業を試査により抽

出し、証拠書類等と照合した。 

 

４ 監査の結果 

  各課等の事務・事業の執行状況については、全般的に適正であることを確認した。 

軽易な事項については、その都度口頭により伝え、指摘・改善事項については、 

進捗管理システムを活用してその後の対応状況を監察している。 

  なお、主な監査意見は次頁のとおりである。 
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（１）市有財産運用管理マスタープラン実施計画について 

 平成28年度のクアリゾート湯舟沢につづき、当年度には紅岩山荘も民間譲渡が完了

した。第三セクターの赤字と市有財産の各施設の老朽化によるランニングコストおよ

び修繕費の増大が財政圧迫の一要因となっている中で、市の負担軽減と施設の有効活

用が図られる民営化は大きな成果といえる。 

しかし、不用土地の売却も思うように進んでおらず、また老朽化の進んでいる施設

（学校施設等も含む）も多く抱えており、施設修繕費の過大な負担が懸念される。 

市の財政負担軽減のために市有財産運用管理マスタープラン実施計画の着実な遂

行は不可欠である。施設の統廃合や民間譲渡、不要な土地の売却、借地の解消等、不

断の取り組みを推し進められたい。  

  

（２）重度訪問介護における市の負担について 

  重度訪問介護の利用者のうち、24時間の居宅介護の利用者４人に対し扶助費として

100,607千円の税金が投入されている。扶助費の負担割合は国が２分の１、県が４分

の１、市が４分の１となっている。市の扶助費の総額は1,229,753千円であるが、24

時間の居宅介護は１割近くを占めており、利用者一人当たりの負担額は群を抜いてい

る。 

  岐阜県で24時間体制の居宅介護サービスを提供する事業所は少なく、東濃では中津

川市しかない。制度自体の必要性はあるものの、24時間介護サービスを行う事業所の

ない自治体の住民が市内の障がい者用住居などに住所移転され、サービスを受けるこ

とは可能である。それにより、市は本来負担する必要のない大きな扶助費支出を抱え

ざるを得なくことが想定される。これに対しては、何らかの方策を練っておく必要が

あると思われる。 

 また、サービス提供事業者が作成する請求額情報は、国民健康保険団体連合会の請

求システムへ介護サービスの内容を入力することで積算されている。市独自の負担額

については積算数値を確認し、過大請求とならないよう精査されたい。 

 

（３）委託業務等の随意契約における契約金額の根拠の確認について 

 施設の保守点検等の委託業務では、設備を設置した業者であること、他に保守点検

をできる業者が見当たらない等の理由により、随意契約とされているものが圧倒的に

多い。随意契約の理由は適正ではあったとしても、契約金額の根拠については、検証

が十分にされていない部署が認められた。特に、業者見積りの単価について根拠を確

認していない状況が多く見受けられた。また、見積書に記載された日数や時間につい
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ても市側で実態を把握しなければならない。 

 業者からの見積書を鵜呑みにすることなく、その根拠を十分精査し、必要に応じて

契約金額の再交渉を行うなど、契約事務に対する認識を高め、事務の執行を図られた

い。 

 

（４）中心市街地活性化基本計画の着実な推進について 

 中心市街地活性化基本計画第２期計画（平成30年7月策定）は、商業、観光、交流

の分野で基本方針を立て、事業実施計画についての国の認可を受けた。今後、国の補

助金を積極的に活用し、計画を着実に推進されたい。 

 特に新町ビル跡地開発事業では、子育て支援や市民交流、観光、学びの拠点となる

複合施設の建設が計画されている。公共施設の効率的な集約化とそれに伴う施設維持

費の低減を前提に、市民便宜に重点を置いた計画実施に取り組まれたい。 

 

（５）企業会計の退職給付引当金について 

 水道、病院（企業会計）は、職員全員についての退職給付引当金を債務に計上しな

ければならない。現在、企業会計では人事課から提示された期末時点での退職金要支

給額を引当しているが、実際の退職金は一般会計から支払われており、退職金に係る

経理処理と支給実態が乖離している。水道経営課と人事課では、基準を設けて一般会

計へ退職金負担分を繰入れする方法を協議しているが、できる限り早く調整を行い、

取り扱いについて決定をされたい。  

 また、病院の一般職（事務職）については引当てがされていないが、水道会計と同

様の考えに立てば一般職についても引当金を検討する必要がある。併せて協議を進め

られたい。 

 

 


